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～「進路の手引き」活用について～ 

 

 

この「進路の手引き」は、高等部卒業後の進路決定までに関わる情報を掲載

しております。 

ぜひ、お子さまが小学部のときから、中学部及び高等部卒業後の進路をイメ

ージしてください。お子さまが進学すると、卒業後に向けての様々な手続きが

必要となります。どのような手続きがあるかを知っておくだけでも、進学した

ときに、慌てることなく安心です。 

小学部、中学部、高等部、それぞれの段階で進路について考えることがあり

ます。そのときには、「進路の手引き」を参考にしてください。 

この「進路の手引き」が、お子さまの進路決定の一助になれば幸いです。 

 

鶴南特別支援学校 進路指導部 

 

 

 

高等部 卒業後の進路先を知りたい方は 

○福祉サービス 

 ・「施設・事業所一覧」を検索（長崎県のホームページ） 

 ・「障害福祉サービス等事業所一覧」を検索（長崎市のホームページ） 

○企業 

 ・鶴南のホームページで、過去の進路先を確認 

※P１３の「現場実習先の検討」も参考に 

※具体的な情報を知りたい方は、担任を通じて高等部進路指導部までご連絡ください。 

各施設のホームページを検索 



 

 

障害者総合支援法について 

 

（１）障害者総合支援法の概要 

 障害福祉に関わる新しい法律が制定され、平成２５年４月１日に施行されました。新法の概要

について、一部、掲載いたします。 

 

法律名 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法） 

※平成２１年 障害者自立支援法 廃止 平成２２年～２４年 整備法（つなぎ法） 

基本理念 

法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及

び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われること

を法律の基本理念として新たに揚げる。 

※今までは「自立」を目的としていたが、新法では「個人としての尊重」を目的としている。 

障害者（児） 

の範囲 

障害者の範囲に難病等を加えた。 （例）パーキンソン病、ベーチェット病 等 

※難治性疾患克服研究事業の対象である１３０疾患と関節リウマチの患者を対象。 

障害支援 

区分の創設 

現行：「障害程度区分」→新法：「障害支援区分」（平成２６年４月１日施行）・・・障害の程度

（重さ）ではなく、標準的な支援の度合いを示す区分であることが分かりにくかったため。 

 

 

 

 

 

 

障害者に 

対する支援 

① 重度訪問介護の対象拡大（平成２６年４月１日施行） 

・・・厚生労働省令において、現行の重度の肢体不自由に加え、重度の知的障害者・精神

障害者に対象を拡大。 

② 共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）への一元化（平成２６年

４月１日施行） 

③ 地域移行支援の対象拡大（平成２６年４月１日施行） 

・・・入所している障害者、精神科病院に入院している精神障害者に加えて、その他重点

的な支援を要するものであって、厚生労働省令で定めるもの（保護施設、矯正施設等を退

所する障害者など） 

④ 地域生活支援事業の追加（平成２５年４月１日） 

・・・市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業として、以下の事業を追加。 

（１） 障害者に対する理解を深めるための研修・啓発 

（２） 障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援 

（３） 市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修 

（４） 意識疎通支援を行う者の養成 

※障害者自立支援法の骨格はそのままにして、内容や在り方など細かな部分が少しずつ変更しています。

詳しく知りたい方は、厚生労働省のホームページも参考にされてください。 

 

 

 

 

１ 



 

 

（２）障害者総合支援法の主なポイント 

① 障害の種別（身体障害・知的障害・精神障害）にかかわらず、障害のある人々が必要とするサー

ビスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編した。 

② 障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供する。 

③ サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自

治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画

的に充実させる。 

④ 就労支援を抜本的に強化する。 

⑤ 支給決定の仕組みを透明化、明確化する。 

 

 

（３）福祉サービスの体系  

訓練等給付のサービスを利用する場合、障害支援区分は必要ありません。（訓練等給付の利用に

必修ではありませんが、基本的に障害者支援区分の認定を受けていただくようにお願いをして

います） 

 

【サービス】（介護給付） 

項  目 内  容 支援区分 

① 居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 １以上 

② 重度訪問 

重度の肢体不自由又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動

上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、

排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行いま

す。 

４以上 

③ 同行援護 
視覚障害者により、移動に著しく困難を有する人に、移動に必要な情報

提供（代筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行います。 
２以上 

④ 行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避する

ために必要な支援、外出支援を行います。 
３以上 

⑤ 重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的

に行います。 
６以上 

⑥ 短期入所（ショートステイ） 
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入

浴、排せつ、食事の介護等を行います。 
１以上 

⑦ 療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管

理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 
５以上 

⑧ 生活介護 
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

とともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 
３以上 

⑨ 障害者支援施設での夜間ケ

ア等（施設入所支援） 
施設に入所する人に、夜間、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 ４以上 

 

 

 

２ 



 

 

【サービス】（訓練等給付） 

項   目 内    容 

① 自立訓練（機能訓練） 
一定期間（標準利用機関は１年６か月）理学療法などの身体的なリハビリテーシ

ョンや歩行訓練やコミュニケーション、家事などを訓練しています。 

② 自立訓練（生活訓練） 

自立した日常生活または社会生活を営むことができるように、一定期間（２年

間）生活能力の向上のための訓練等を提供します。（身体障害者は生活訓練の対

象ではありません） 

③ 就労移行支援 
就労を希望する障害者に対して、一定期間（２年間）生産活動等の機会を提供し、

就労に必要な知識や能力の向上を図る訓練等を行います。 

④ 就労継続支援 A 型 

雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる障害者であって、雇用に結びつかな

かった者に対して就労の機会や生産活動等の機会を提供し、就労に対する知識

や能力の向上を図る訓練等を行います。 

⑤ 就労継続支援 B 型 

就労の機会を通じて生産活動に関する知識や能力の向上が期待される者であっ

て、雇用に結びつかなかった者に対して就労の機会や生産活動等の機会を提供

し、就労に対する知識や能力の向上を図る訓練を行います。 

⑥ 共同生活援助（グルー

プホーム） 

地域において共同生活を営むのに支障のない障害者に対して、主に夜間におい

て共同生活を営む住居で、相談や入浴、排せつ又は食事の介護、その他の日常生

活上の援助を行います。 

⑦ 宿泊型自立訓練 
就労している知的に障害がある人が居室等の設備を利用し、独立自活に必要な

助言及び指導を受けられる宿泊型施設である。 

※卒業後、すぐに就労継続支援 B 型の利用は原則認められていません。在学中に就労移行支援の「受給

者証の暫定支給」を受け、「就労移行支援事業所でアセスメント」の結果が必要です。また、就労継続支

援Ａ型やグループホームなどの利用についても福祉サービスの利用となりますので就労継続支援Ｂ型と

同じ、受給者証の暫定支給を受けるため「サービス等利用計画」を作成する必要がありますので、「相談

支援事業所」へ連絡をしてください。あわせて、就労継続支援Ａ型は、ハローワークからの「紹介状」を

受け取り、事業所との契約手続きを進めます。 

 

 

 

＜相談支援事業所利用までの流れ＞ 

①市役所へ相談 ②相談支援員へ連絡 ③担当の相談支援が決まる ④支援員が「支援計画（案）」 ⑤受給者証の交付 ⑥サービス事業所 

                         作成し、市町村へ提出             利用・通所開始 

 

 

 

①相談者が市役所・町村役場へ相談・申し込みに行く。 

②市役所・町村役場でもらった相談支援事業所一覧の中から自分で選んで決め、相談をする。 

③相談支援員が支援計画（案）を作成し、利用サービス事業所に紹介をする。 

④相談支援員が市町村の窓口に支援計画（案）提出する。 ⑤受給者証の交付。 ⑥サービス利用開始。 

３ 

相談支援？

どこに？ 

http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RCCbi5mlxe20QAZTGDTwx.;_ylu=X3oDMTFvMm10N2ZmBHBhdHQDcmljaARwb3MDMQRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=15v6hbit2/EXP=1583228025/**https%3A/search.yahoo.co.jp/image/search%3Frkf=2%26ei=UTF-8%26p=%25E5%25B8%2582%25E5%25BD%25B9%25E6%2589%2580%2B%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1583213688/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5wcmVmLnRveWFtYS5qcC9jbXNfc2VjLzE3MTEva2owMDAxNTQ2OS5odG1s/RS=%5EADBSjMSV1bfNkbMXHYQhzfnp_mUGgc-;_ylt=A2RCL6_4mlxeyjQA_hqU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1583214005/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cua2FuZ28tcm9vLmNvbS9raS9pbWFnZV8xMzg0Lw--/RS=%5EADBImtDo5WodAUvSXwNtdxXlaponIA-;_ylt=A2RivdA1nFxe9HEALB.U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1583214150/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9heDcuaW5mby9tb3VudGFpbmVlcmluZw--/RS=%5EADBiK08I4NdEkbRIU9kngdwWyoJI7E-;_ylt=A2Riol7FnFxegwEA7ziU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1583216224/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9ha2l5YS1tbXQuY29tL2FraXlhLWthbnJpLW1pYnVuc2hvdW1laXNoby1rZWlrby8-/RS=%5EADBoWoMWA5Jr8CLZdMZIZE00H4dCF4-;_ylt=A2RCA5TfpFxe0kkAjxSU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


 

 

キャリアパスポートについて 

○キャリアパスポートってなんだろう？ 

特別活動の学級活動及びホームルーム活動を中心に各教科と往還

し、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりし

ながら、自身の変容や成長を自己評価できるよう工夫されたポー

トフォリオのことである！ 

○どんな風に取り組むの？ 

             教師や保護者が対話的に関わり、児童生徒一人一人の目標修           

正などを支援し、個性を伸ばす指導へ！  

 

○キャリアパスポートの意義は？ 

  

 キャリア教育が  

充実できる！！  

  

  各教科等における学習や特別活動     キャリアパスポート 

 

○具体的にどのような内容で実践するの？ 

（様式について） 

 ・国や都道府県等が提供する各種資料等を活用しつつ、各地域、学校で連携しながら、柔軟な工夫を行

うことが期待される。 

（工夫するところ） 

 ・児童生徒自らが記録するもので、学期、学年、入学から卒業までの学習を見通し将来への展望を図る

ことができるもの。 

 ・教科のみ、科目のみ、学校行事のみとならないように「教科学習」「教科外活動」「学校外の活動」の

３つの視点で振り返り、見通しがもてる内容にすること。 

 ・小学部から高等部卒業までの記録を蓄積する前提の内容にすること。 

 ・各シートは、Ａ４版に統一し、年間５枚程度とする。 

・大人（家庭・地域・教師）と一緒に児童・生徒が対話的に関わることができるもの。 

 ☆障害のある児童生徒の将来の進路については、幅広い選択の可能性があることから、指導者が障害

者雇用を含めた障害のある人の就労について理解するとともに、必要に応じて労働局や福祉部局と

連携して取り組むこと。 

○「キャリアパスポート」の引継ぎ及び管理について 

・学校間の引継ぎ→原則、児童生徒を通じて行うこと。 

・学校内の引継ぎ→原則、教師間で行うこと。   

・管理については、学級担任を中心に学校で管理を行う。 

・高等部卒業、または転校する際には、キャリアパスポートファイルを家庭へ持ち帰る。 

 
４ 
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1578614416/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvdG9saWJyYXJ5LmpwL2ltZzYyNS8yMjU0NTNfNTcxMDAyOC5odG1s/RS=%5EADBaD40SSbh7pcbNG45xQHCZZLqE7w-;_ylt=A2RiomEPbRZek2UAXgSU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1578615987/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE0LzA0L2Jsb2ctcG9zdF8zMTU5Lmh0bWw-/RS=%5EADB2fNLqzXxeiaobfSUxRMVj3Mva10-;_ylt=A2RivbIycxZe2XMAdiSU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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○実際の記入シートの一部を紹介 

  ≪小学部≫ 

 毎学期のはじめに①学習②生活③自宅でがんばることの目                       

                    標を立てる。 

 

学期の終わりに教師と一緒に目標に対しての振り返りを 

行う。 

学期の終わりに教師と保護者からコメントを記入する。 

 

 

 

                    小学部６年間のキャリアパスポート 

                     を中学部にもちあがります！！ 

 

  ≪中学部≫ 

                                    

                                                              

 

                                        

 

 

                                    中学部３年間のキャリ 

パスポートを高等部に

もちあがります！ 

 

 

  ≪高等部≫ 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学部も基本的には

小学部と同じ記入方

法で取り組む。 

５ 

高等部では、校内実習や現場実習の取り組みに

ついてのシートも保管します。 
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※高等部入学選考（中３） 

各部の進路指導 

【小学部】【中学部】 

 

月 小学部 中学部 

４ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
５ 

６ 

７ 
 

 

 

  

 

 

 

 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１ 

 ※進路決定（中３） 

 

 

  

 

 

 

 

２ 

３ 

キャリアパスポート・進路希望調査・個人面談など 

居住地校交流（５月～１２月） 

※進路相談は年間を通して随時行う。 

職場体験（中２） 

進路学習会 

中３進路希望調査 

中１高等部見学 

中３高等部作業体験 

中学部体験（小６） 

第１回進路指導委員会 

第２回進路指導委員会 

キャリアパスポート 

６ 

職場体験報告会（中２） 小学部高学年参加 

異学年交流 

キャリアパスポート 

キャリアパスポート 

キャリアパスポート 

キャリアパスポート 

進路学習会 

※高等部願書提出（中３） 

 中１高等部実習報告会へ参加 

中３高等部実習報告会へ参加 

中２高等部実習報告会へ参加 



 

 

居住地校との交流及び共同学習（居住地校交流）について 

 

小、中学部では、様々な人たちと好ましい人間関係を育むこと、現在だけでなく卒業後に

も、生活の基盤となる地域とつながりをもちながら生活していくことを目指して、居住地校

交流を進めています。各学校の授業に入り、学習を一緒に行う直接交流や、手紙のやりとり

などの間接交流を実施しています。交流の内容は、児童生徒の実態に応じて、居住地校と相

談しながら決定していきます。 

 

 

（交流内容の例） 

直接交流・・・教科学習への参加、総合的な学習の時間でのフィールドワークへの参加、特

別活動でのレクリエーション交流など 

 

間接交流・・・手紙のやりとりや、リモートによる交流など 

 

 

 

※新年度に希望調査を実施します。詳細については担任にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 



 

 

＜高等部入学者選考検査までの流れ＞ 

    

  １・２年  学校見学 

        ・受けたい学校がある場合は、見学しておく。（各学校の学校見学会など） 

 

３年 ４月  個人懇談 

・中学部卒業後の進路について 

 

５月     ＰＴＡ総会 

・「高等部入学者選考検査までの流れ｣対象：中学部３年生保護者 

・オープンスクール等の希望について  

 

 

９月～１０月初  

      体験入学 

      ・受けたい学校の体験入学をする。 

進路面談：保護者、担任、（部主事）（希望者） 

・最終的な進路決定を行う。 

   

１０月下旬 個人面談（希望者） 

  

 

１月   入試説明会 

        ・提出書類や入試の日程、注意事項の説明を受け、願書・写真票の作成、封筒の準備を行う。 

      

２月初  書類提出 

        ・願書や写真票の確認を担任と保護者で行う。 

 

    ３月初   受検 

        ・保護者引率での受検。 

 

    ３月中  合格発表、合格者説明 ・高等部に関する説明、制服の採寸、教科書代等の支払い。 

 

※希望が丘高等特別支援学校、虹の原特別支援学校就業サービス科、長崎大学教育学部附属特別支援学校

への進学を希望する場合は、日程が異なります。その場合は、担任にお早めにご相談ください。 

  

 

 

８ 



 

 

高等部入学者選考検査合格後の費用（本校高等部Ｒ６年度の場合） 

  

（１）入学時に必要な経費  

男子：111,762 円  女子：113,412 円 
 

① 教科書代   5,472 円（合格者説明会で支払う 

入学後にも購入する教科書【3,000 円弱】がある） 
 

② 制服代    男子 75,790 円 女子 77,440 円 

（制服採寸後、業者へ振り込む。）※ポロシャツ代含む 
※別途、送料が必要です。     

 

③ 体操服代   16,650 円（合格者説明会で支払う 
サイズにより値段が異なる場合あり） 

 

④ 作業服代   7,800 円 （合格者説明会で支払う 
サイズにより値段が異なる場合あり） 

 

⑤ 作業シャツ代 3,850 円 （合格者説明会で支払う、どちらか一方のみの購入可） 
（半袖【1,750 円】、長袖【2,100 円】） 

 

⑥ 教材費    2,200 円程度 (合格者説明会で支払う)  
※合格者説明会時に必要な経費 

合格者説明会時には、「教科書代」「体操服代」「作業服、シャツ代」「教材費」の支払い
がありますので、当日に 36,000 円程度必要となります。 
（制服代は後日、業者口座への振り込みとなります） 

 

（２）毎月の校納金 

 項目 
金額 

備考 
１、２年 ３年 

ＰＴＡ会費 500 円 500 円  

進路指導費 800 円 800 円  

作業実習費 400 円 400 円  

後援会費 400 円 400 円  

生徒会費 100 円 100 円  

修学旅行積み立て 5,400 円 0 円  

学級費 1,500 円 1,500 円 ４月のみ 

合計 
 ４月 9,100 円 ４月 3,700 円  

５月から 7,600 円 ５月から 2,200 円  

 ９ 



 

 

【高等部】    ※キャリアパスポートは、各学期初め、学期末に家庭とのやりとりがあります 

月 １年 ２年 
３年 

福祉サービス希望者 一般就労希望者 

４ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

６ 

７ 

    

 
・求職登録（７月） 

 

８ 

    

９ 

   ・重度判定（９月） 

 

１０ 

    

１１ 

   
 
 

 
 
 
・ケース会議 

１２ 

   
 
 

・利用手続き開始 

 

１ 
  ・特別実習 ・特別実習 

・雇用契約（ハローワーク） 

２ 

   ・就労支援機関への登録 

３ 

    

・就職準備セミナー 

就労アドバンスセミナー（９月） 

高３進路希望調査 

第１回進路指導委員会 

キャリアパスポート、進路希望調査、個人懇談  第１回進路説明会 

高３進路面談 

高２・３生現場実習（６月） 

第２回進路説明会 

高１職場見学 

高１校内実習 

高１・２進路希望調査 

高３現場実習（１０月） 

高１・２現場実習（１月） 

キャリア検定（清掃） 

高１・２進路希望調査 高３卒業後の引き継ぎ 

第２回進路指導委員会 

キャリアパスポート 

第３回進路説明会 

１０ 

キャリア検定（事務アシスタント１～３年生） （清掃３年生） 



 

 

高等部 卒業後の進路先について 

長崎県立鶴南特別支援学校 高等部 

 

   
               

                 
                   

 

 
※鶴南の卒業生で利用実績があった、長崎能力開発センターは令和 5 年度末に閉校となりました。九州

には、国立の福岡障害者職業能力開発校と鹿児島障害者職業能力開発校があります。興味がある方は、
進路指導部まで御連絡ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職業能力開発校 福祉サービス 
（生活介護、B 型、自立訓
練就労移行支援、Ａ型） 

その他 

（在宅など） 

一般企業での就労 

 

なるほどぉ～企業就労をすると

給料は高いけど 

サポートは少なくなるんだね。 

１１ 

職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発校
かいはつこう
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高等部卒業後の進路先（過去３か年） 

・日中活動の場                  ・生活の場 

 

 

障害福祉サービス利用の手続きについて 

  
 

  
                      障害区分の判定   計画相談①   支給決定    計画相談②            計画相談③ 

 介護給付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 訓練等給付 
 
 
 
 
  
 

一般企業就労までの流れ（３年のみ） 

 

 
 
 
 
 
 

 

生活の場 Ｒ３年度 R４年度 R５年度 

自宅 ２３ １８ ６ 

グループホーム ２ ０ ３ 

宿泊型自立訓練 １ ０ １ 

施設入所支援 ６ １ ２ 

その他 ０ ０ １ 

合計 ３２ １９ １３ 

進路先 Ｒ３年度 R４年度 R５年度 

一般企業 ６ ４ ２ 

就労継続支援Ａ型 ２ ０ １ 

就労継続支援Ｂ型 １４ １０ ７ 

自立訓練 ０ ０ ０ 

就労移行支援 ０ １ ０ 

生活介護 ８ ４ ２ 

職業訓練校 １ ０ ０ 

その他 １ ０ １ 

合計 ３２ １９ １３ 

１ ２ 

各
市
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村
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）
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各
市
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村
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定 

医
師
の
意
見
書 
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査
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き
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と
り
） 

相
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援
事
業
所 
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ー
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利
用
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画
案
を 
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て
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ら
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市
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村
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サ
ー
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用
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否
と
、 

種
類
や
時
間
を
決
め
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サ
ー
ビ
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等
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計
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サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議 

事
業
所
や
施
設
と
契
約
す
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サ
ー
ビ
ス
利
用
が
で
き
る 

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
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画
の
見
直
し 

（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
） 

生活介護（区分３～６） 施設入所支援（区分４～６） 短期入所（区分１～６）など 

・就労移行支援   ・就労継続支援Ａ型 
・就労継続支援Ｂ型 ・自立訓練 など 

※障害支援区分とは 

 障害支援区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す６段階の

区分（区分１～６：区分６のほうが高い）です。介護給付の必要度に

応じて適切なサービス利用ができるように導入されました。 

６
月 

現
場
実
習 

 

月 

現
場
実
習 

進
路
面
談 

 

進
路
確
認 

 

１
月 

ハ
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７
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求
職
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録
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機
関
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学
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内 

定 

特
別
実
習 

進
路
先
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の
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ぎ 

本人、保護者 
担任、関係機関 
など 

１２ 

１ ０ 

月 

障
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者
就
業
・
生
活
支
援 

 

セ
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ー
（
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登
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現場実習の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場実習先の検討※卒業後の進路先を調べたいときも下記の要領 

◎福祉事業所 

１ 長崎県、長崎市のホームページより 福祉事業所一覧を検索 

○「障害福祉サービス等事業所一覧」から福祉事業所を探す。 

○住まいの近くから事業所を絞っていく。 

２ 各事業所のホームページで確認してみる。（作業内容や送迎有無の確認など） 

３ 進路指導室のパンフレットで確認してみる。 

  ※パンフレットを見たい場合は、担任へご相談ください。 

４ 担任への相談。保護者間での情報交換。 

５ 施設見学 

 ○施設見学をしたいときは、担任へ相談。 

 ○学校（進路担当）が窓口となり、見学依頼をする。 

 ○見学受け入れ可能かどうかは、各事業所で差がある。 

◎企業 

１ 過去の進路先で探す。  希望の職種から探す。 

※担任へご相談ください。 

２ 保護者間での情報交換。 ハローワークで情報を集める。 家族、知人の紹介など。 

３ 担任への相談。 進路担当からの紹介。 

  ※障害者雇用の可能性がある企業がありましたら、ご紹介します。 

高等部では、３年間で５回の現場実習を実施します。 

１年生では「知る」２年生では「考える」３年生では「決める」をテーマにして、進路実現に向け

て学校を離れて２、３週間、現場（施設）でそれぞれの目標達成に向けてがんばります！ 

１３ 



 

 

重度判定について 

 本校では、３年生の７月にハローワーク長崎で求職登録を行います。その際に、あわせて希望者は「重
度知的障害者判定」の申し込みを行います。 
 障害者雇用率制度、障害者雇用納付金制度などの雇用対策上「重度」であるかどうか判断するもので、
知的障害が重度であることを判定するものではありません。知的障害の程度は療育手帳の等級で区分さ
れており、障害の程度が重度であることを表すＡ１、Ａ２の方は、この「重度知的障害判定」を受けるこ
とはできません。 
 申し込みはハローワークで行い、実際に判定を行うのは、長崎障害者職業センターになります。判定
は、最初に、判定希望者が療育手帳を取得した「ＩQ 照会」を行います。一定の基準を満たす方が、重度
知的障害判定候補者となり、個別に「作業能力検査」と「社会生活能力検査」を受けます。保護者に対し
ても簡単なヒアリングがあります。 
 最終的に、「重度知的障害者」と判定された者を１人雇用すると、２人雇用していると見なすことがで
きます。（障害者雇用率制度においてダブルカウント）また、雇用したことによって事業所が受け取るこ
とができる特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）の支給期間が長くなったり、金額が増加
されたりします。判定を受けた者を雇用することは、事業所側にも大きなメリットになります。 

「重度知的障害者」判定は、生涯有効となります。「重度知的障害者」と判定されなかった場合は、５
年経過後に再判定を申し込むことができます。就職した後に、手厚い支援を長期間受けることができる
ので、雇用される側にもメリットがあると考えることができます。本校では、療育手帳Ｂ１、Ｂ２の等級
の生徒に「重度知的障害者判定」の申し込みをお勧めしています。 
 

高等部卒業後の関係機関について 

 

 

 

 

 

 

①長崎公共職業安定所（ハローワーク長崎） 

（概 要） 

求職者には、就職（転職）についての相談・指導、適性や希望にあった職場の職業紹介、雇用保険の受給手
続きや、求人の受理などのサービスを行います。 

②長崎障害者職業センター 

（概 要） 

ジョブコーチを派遣し、障害のある方及び事業主に対して障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助 
を行います。作業面や対人面などスムーズな職場適応や職業生活の安定を高めるための支援をきめ細 
やかに実施します。事業主の方には、障害特性に応じた指導方法や職場での支援ノウハウの提供など 
の支援を行います。 

 
 

鶴 南 
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③障害者就業・生活支援センターながさき（通称：ナカポツ） 

（概 要） 

就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中の障害のある方が抱える課題に応じて、雇用お 
よび福祉の関係機関との連携の下、就業支援担当者と生活支援担当者が協力して、就業面及び生活面 
の一体的な支援を行います。 
 
※就労継続支援 A 型事業所や就労移行支援事業所には、職業指導員や生活支援員が在籍するので、障害 

者職業センターや障害者就業・生活支援センターのジョブコーチ支援等を受けることはできません。 
 
 

自立を目指す生活の場について 

宿泊型自立訓練事業所 

概 要 
家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談・助言な 
どの必要な支援の下、共同生活を行う住まいの場。 

利 用 対 象 者 

自立訓練（生活訓練）の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを 
利用している方であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供し帰宅 
後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的
障害のある方または精神障害のある方。 

１つの住居の利用者数 １０名または２０名 

具 体 的 な 支 援 内 容 
・生活訓練 ・入浴、整容、着替えなどの支援 
・生活等に関する相談、助言 ・健康管理 

利 用 料 平均４万～５万円 

利 用 可 能 年 数 上限２年 

 

グループホーム（共同生活援助） 

概 要 障害のある方が地域の中で家庭的な雰囲気の下、共同生活を行う住まいの場 

利 用 対 象 者 

・単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら地域の中で暮ら 
したい方。 

・一定の介護が必要であるが、施設ではなく、地域の中で暮らしたい方。 
・施設を退所して、地域生活へ移行したいが、いきなりの単身生活には不安 

がある方など。 

１つの住居の利用者数 平均５名程度 

具 体 的 な 支 援 内 容 介護を要しない方に対し、家事等の日常生活上の支援を提供 

利 用 料 平均６万～８万円程度 

利 用 可 能 年 数 上限なし 

 
アパート等での一人暮らし  

全国的に宿泊型自立訓練事業所やグループホームの数が不足し、利用を希望しても数年待たなければならな

いことも珍しくありません。このような状況は今後も続く見込みです。自宅で自立に向けて準備をし、ホーム

ヘルプ（居宅介護）を利用しながらアパート等での一人暮らしをする方もいます。 
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特別児童扶養手当について 

○通称「特児手当」という。国の制度で２０歳の誕生日前日まで支給されます。手続きについては、住所地の

市町村の窓口で申請するようになっていますが、障害の程度や所得制限により受給できない場合もありま

す。２級を受給できる障害の程度は中度となっています。厚生労働省のサイトの概要を一部引用します。 

<厚生労働省ホームページより> 

１ 目的 

  精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図

ることを目的にしています。 

２ 支給要件 

  ２０歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。 

３ 支給月額  

  １級 ５３，７００円、２級 ３５，７６０円 （１級は重度の方が対象） 

４ 支給期間 

  特別児童扶養手当は、原則として毎年４月、８月、１２月に、それぞれの前月分までが支給されます。 

５ 所得制限 

  受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されま

せん。 

６ 支給手続 

  住所地の市区町村の窓口へ申請してください。 

○特別児童扶養手当の申請には、医療機関において医師に「特別児童扶養手当認定診断書」（所定の様式）を

書いてもらう必要があります。「知的障害や特別児童扶養手当に理解がある医師を見つける」ことも重要で

す。「特別児童扶養手当認定診断書」を書いてもらう病院については、必ずしもかかりつけの病院（医師）

である必要はありません。病院の選択については先輩の親御さん等、周囲の経験者の方と情報交換をしなが

ら慎重に行うことが大切です。 

（病院に係る必要経費の例） 

医療機関 診察代 診断書代（税込み８％） 

U 心療内科 初診７００円～未定 ７，５６０円 

K 心療内科・精神科クリニック 診察・診断書込み ６，０００円前後 

J 療所 約 3,000～5,000 円 ６，４８０円 

特別児童扶養手当を受けていたことが、２０歳になってからの障害基礎年金の支給決定の審査の際に有 

利となります。まだ受給されていない方（所得制限での不支給は含まず）は、ぜひ特別児童扶養手当 

の受給を申請してください。 

【申請窓口】 

 窓  口 住  所  電話番号 

長崎市 長崎市子育て支援課 長崎市桜町６－３（別館１階） ０９５－８２９―１２７０ 

諫早市 諫早市障害福祉課 諫早市東小路町７－１ ０９５７―２２―１５００ 

長与町 長与町役場福祉課 西彼杵郡長与町嬉里郷６５９－１ ０９５－８０１－５８２７ 

時津町 時津町役場福祉課 西彼杵郡時津町浦郷２７４－１ ０９５－８８２－４５３３ 

西海市 西海市福祉課 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷２２２２ ０９５９－３７－００６９ 
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障害基礎年金について 

 障害のある方が２０歳以上になると特別児童扶養手当はなくなり、変わってある一定の条件を満たすと障

害基礎年金を受給することができます。１級で８５,０００円程度、２級で月額約６８,０００円程度です。障

害者基礎年金の受給は親亡き後の生活を支える大切な権利です。受給するためには申請が必要ですので、２０

歳になるまでにしっかり準備をして必ず申請するようにしてください。 

 

◎手続き（２０歳の誕生日前後） 

◎申請場所 各地域の「年金事務所」 

 ・長崎北年金事務所 長崎市稲佐町４－２２ ＴＥＬ ０９５－８６１－１３５４ 

 ・長崎南年金事務所 長崎市金屋町３－１  ＴＥＬ ０９５－８２５－８７０１ 

※国民年金障害等級表に該当する程度の障害の状態にある方に支給されるため、必ずしももらえる

とは限らない。 

 

 

 

＜参考資料＞ 

・厚生労働省ホームページ 

・長崎県福祉保健部障害福祉課ホームページ 

・日本年金機構ホームページ 

・社会福祉法人 南高愛隣 長崎能力開発センター  ホームページ 

・平成２５年度版進路のしおり／長崎県立希望が丘高等特別支援学校進路指導部 

・平成２９年度版進路のしおり／長崎県立虹の原特別支援学校進路指導部          

・令和２年度版進路の手引き／長崎県立鶴南特別支援学校時津分校            ※順不同 

１７ 


